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新たな給食センターの整備・運営事業(想定) 

 

１ 本資料の位置づけ 

本調査に際して作成した現時点において想定される整備・運営等の内容を記載したも

のです。このため、事業内容等が確定しているものではありません。 

 

２ 事業概要 

  新たな給食センターの整備・運営を行う事業を想定しています。 

  ※施設規模以外は、北側・南側ともに共通 

施設規模（提供能力） 北側 8,000 食  南側 9,000 食 

（ともに、食物アレルギー対応食を含む） 

事業用地 未定（事業用地は市で確保します。また、対話実施時に

は、その時点の状況についてお示しする予定です） 

敷地面積 10,000 ㎡程度 

衛生管理 ＨＡＣＣＰ対応のドライシステムとする 

学校給食衛生管理基準を遵守する 

食物アレルギー対応食 卵、乳、木の実類、ごまの４品目を除去 

（提供は全パターンを想定） 

最大２００食／日（代替食は提供しない） 

献立等 〇２献立（副食１～３品） 

〇炊飯設備を設ける 

〇パン、牛乳は別途外部業者による直送 

※ただし、揚げパンをセンターで調理する場合がある 

〇手作り調理の実施 

揚げ物の下味・衣付け、ハンバーグや肉団子の成型、春

巻きや餃子の包む作業、蒸しパンやゼリーなどカップへ

の注ぎ作業 等 

防災機能 〇災害発生時（都市ガス供給停止時）に炊飯を行うため、

ＬＰガスによる炊飯設備を設ける。 

〇炊き出し 

〇備蓄倉庫 

〇自家発電設備 

〇貯水タンク 

食器・食缶等 ○ＡＢＳ食器（底平深皿・飯椀・汁椀）、トレイ 

○箸、スプーン（丸先）、フォーク（４本足） 

○飯用食缶 

○汁物用食缶 

○主菜用食缶 

○和え物用食缶 

○パン箱（４５個用） 

○添加物容器 

○真空断熱フードジャー 

○小容量配膳器          など 
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３ 事業用地 

  現在、未定となっています。 

  本調査においては、配送圏域を踏まえ、次に示す北側配送エリア内に１か所、南側配

送エリア内に１か所の合計２か所を想定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象校一覧 

北側配送予定校【１０校】  南側配送予定校【１７校】 

No 学校名 生徒数 学級数  No 学校名 生徒数 学級数 

1 大沢中学校 788 25 10 大野北中学校 668 21 

2 旭中学校 822 26 12 共和中学校 669 21 

3 相原中学校 524 18 13 緑が丘中学校 273 13 

4 内出中学校 489 15 15 弥栄中学校 562 19 

8 上溝中学校 805 25 18 由野台中学校 346 12 

9 田名中学校 732 24 19 相陽中学校 901 30 

11 清新中学校 867 26 20 大野南中学校 768 24 

14 中央中学校 647 21 21 相模台中学校 408 15 

16 上溝南中学校 695 23 22 上鶴間中学校 409 14 

17 小山中学校 711 23 23 麻溝台中学校 389 14 

 

24 大野台中学校 381 13 

25 相武台中学校 375 13 

26 谷口中学校 618 20 

27 新町中学校 497 18 

28 若草中学校 217 9 

29 鵜野森中学校 483 14 

30 東林中学校 389 14 

北側配送エリア 

南側配送エリア 

凡例 

：中学校 

：既存給食センター 

※配送時間 ３０分程度を想定 
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５ 想定する事業スケジュール 

令和４年度 給食提供の実施方式の決定 

令和５年度 実施方針及び要求水準書等の公表 

令和６年度 事業者募集、選定 

事業契約締結 

令和６年度末～ 設計・建設等 

開業準備 

令和８年中 供用開始 

参考：業務内容（業務範囲） 

 事業者が実施する業務 市が実施する業務 

施
設
整
備
業
務 

○調査業務及び関連業務 

○設計業務及び関連業務 

○建設業務及び関連業務 

○調理設備の設置・調達業務 

○施設備品の調達業務 

○調理備品(食器、食缶、食具)の調達業務 

○工事監理業務 

○周辺家屋影響調査・対策業務 

○電波障害調査・対策業務 

○近隣対応・対策業務 

○所有権移転業務 

○上記各項目に伴う各種申請等業務 

○対象校の配膳室整備業務 

維
持
管
理
業
務 

〇建築物保守管理業務（修繕業務含む） 

〇建築設備保守管理業務（修繕業務含む） 

〇付帯施設保守管理業務（修繕業務含む） 

〇調理設備・施設備品・調理備品保守管理業務 

（調理設備の修繕業務、施設備品の修繕更新を含む） 

〇清掃業務 

〇警備業務 

〇上記各項目に伴う各種申請等業務 

 

運
営
業
務 

〇食材検収補助業務 

〇調理業務（アレルギー対応食を含む） 

〇衛生管理業務 

〇配送・回送・配膳業務（直送品のパン等の回収含む） 

〇洗浄・残滓処理・廃棄物収集運搬業務 

〇運営備品調達・更新業務 

〇開業準備業務 

〇献立作成支援 

〇食育支援業務 

〇光熱水費負担 

〇上記各項目に伴う各種申請等業務 

〇献立作成、栄養管理 

〇食材調達 

〇食材検収 

〇食育 

〇給食費の徴収管理 等 

 

 ※本調査に際して参考に作成したものであり、決定したものではありません。 


